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規約変更（案） 
2019 年 3 月 17 日 

条文 現在の規約 改正（案） 
３条 この会は事務所を埼玉県川越市・・・

に置く。 
この会は事務所を神奈川県小田原
市・・・に置く。 
 

８ 条 ３
号 

賛助会員（法人）１口１万円から（１
年間分） 
 

賛助会員（法人）１口１千円から（１
年間分） 

14 条２
項 

会計年度は毎年４月 1 日から次の年の
３月３１日までとする。 
 

会計年度は毎年１月１日から１２月３
１日までとする。 
 

 


